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テレワークガイドライン

１ テレワークとは？
テレワークとは，労働者が情報通信技術を

利用して行う事業場外勤務をいい，「離れて
（tele）」「働く(work)」という言葉をあわせた
造語です。
テレワークの形態は，業務を行う場所に応

じて，①在宅勤務（労働者の自宅）②サテラ
イトオフィス勤務（労働者の属するメインのオ
フィス以外に設けられたオフィスを利用）③モ
バイル勤務（ノートパソコンや携帯電話等を
活用して臨機応変に選択した場所で行う）に
分類されます。
コロナウイルスによる緊急事態宣言以降，

テレワークを導入された企業も多いのではな
いでしょうか。
働く人にとって通勤の負担がなくなり，ライ

フワークバランスに資する働き方の一つです。
他方，企業にとっても，業務効率化による

生産性の向上，オフィスコストの削減等，メリ
ットがあります。

２ テレワークガイドラインについて
こういった社会の流れもあり，令和３年３月

に改訂された「テレワークの適切な導入及び
実施の推進のためのガイドライン」（テレワー
クガイドライン，厚生労働省）では，テレワー
クの導入と実施に当たり，労務管理を中心に，
留意すべき点，望ましい取り組み等が示され
ています。

３ ガイドラインの具体的な内容
(1) まず，テレワークを行う場合であっても，
労働基準法上の労働者は，労働関係法令
が適用されます。
その上で，ガイドラインでは，就業場所

としてテレワークを行う場所を明示する，

労働時間をパソコンの使用時間の記録等
客観的な記録により記録する等，注意すべ
き点があげられています。
テレワークに際して生じやすい問題とし
て，一定程度労働者が業務から離れる時
間（いわゆる中抜け時間）が生じやすい
という点があり，ガイドラインにはその場合
どのように取り扱えばよいか等，記載があ
ります。
基本的には．ガイドラインの考え方に基

づき，労使間でその取扱いについて合意し
ておくことが望ましいといえます。
(2) 次に，テレワークでは使用者の管理の
程度が弱くなるおそれがあり，その結果，
長時間労働を招くおそれがあります。
長時間労働を防ぐ手法として，①役職

者等から時間外，休日または深夜におけ
るメール送付の自粛を命じる②深夜・休
日は社内のシステムにアクセスできないよ
うにする③テレワークによる長時間労働が
生じるおそれのある労働者に対する注意
喚起を行う等の具体的な方法がガイドライ
ンに記載されています。

４ 最後に
テレワークの導入は，労使双方にとってメリ

ットがある一方，社員がオフィスと同じような
勤務態度で働けているのかが見えないため，
勤務管理や評価の方法を見直す必要がありま
す。
今回ご紹介したガイドラインを参考にしなが

ら，適切な労務管理を導入・実施されること
をおすすめします。

執筆 弁護士 林 揚子
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事務所を移転しました！

私ども弁護士法人ナラハ奈良法律事務所は，西大寺に事務所を構え，今年で満３年を迎えます。３月２８日，

大和西大寺駅の南側に移転しました。移転先は，新築の奈良商工会議所会館１階です。前の事務所より，広く

なりました！ 私どもの注力３分野である【企業法務】【相続】【離婚】に，さらに磨きをかけ，質の高い法的サービ

スを提供できるよう精進して参る所存です。

これからも，みなさまのおちからになれるよう，がんば

って参ります。

奈良弁護士会所属

代表弁護士 田辺美紀

■ コラム ■

新事務所のご紹介

いよいよ、新しい事務所にやってきました。大和西大寺駅を降りて、南側へ出ると、駅前にロータリーがあり

ます。ロータリー出口の交差点に建設された、奈良商工会議所会館１階に入居させていただきました。

このビルは、地球にやさしい配慮がされて

おり、エネルギー効率が、一般的なビルの

約半分だそうです。室内の空気も清浄。内装

もガラスを積極的に採用し、明るく、快適な

お客様エリアを構築しました。

中でも、相談室はガラス張りの外壁に沿っ

て配置したので、明るさは抜群！（スクリーン

を貼っているので、プライバシーは確保）。

入居後、寒い日もありましたが、ほぼ暖房は

不要でした。もっとも、夏はどうなのかしら？

今から、日差しが少し心配です。

弁護士 藤木秀行

〒631-0824 奈良市西大寺南町8番33号奈良商工会議所会館1階
TEL 0742-81-3323 FAX 0742-81-3324

ニュースレター不要の場合 送付停止 E-mail : info@naraha-law.jp
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